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令和８年度 

惣社こども園 重要事項説明書 

  

当園における幼児教育・保育の提供の開始にあたり、あなたに説明すべき内容は、次のとおりで

す。 

  

１ 施設運営主体 

名  称 社会福祉法人 そうび会 

所 在 地 堺市東区日置荘田中町 １４３－１ 

電 話 番 号 ０７２－２８６－２８２８ 

代表者氏名 理事長 奥田 康司 

法人設立 平成５年４月２７日 

姉妹園 ふじみ保育園（藤井寺市小山藤美町１０番３号） 072－978－8668 

 

   ２ 利用施設 

施 設 の 種 類 幼保連携型認定こども園 

施 設 の 名 称 惣社こども園 

施 設 の 所 在 地 藤井寺市惣社１丁目３－２８ 

連  絡  先 電話番号 ０７２－９３１－７３３３ 

ＦＡＸ  ０７２－９３１－７３３０ 

管  理  者 園長 寺本 伸市 

対 象 児 童 満３歳以上の小学校就学前児童及び保育を必要とする満３歳未

満の乳幼児 

利 用 定 員 ＜１号認定子ども＞ 

 満３歳以上の小学校就学前児童のうち、２号認定子ども以外の

児童                   １５人 

＜２号認定子ども＞ 

 満３歳以上の小学校就学前児童のうち、保育を必要とする児童                  

７２人 

＜３号認定子ども＞ 

満３歳未満で保育を必要とする児童    ５８人 

開 設 年 月 日  令和４年４月１日 

 

３ 施設の理念・運営方針 

 １）教育・保育理念 

～安心して遊べる環境とあずける安心感を～ 
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（１）子ども達一人一人が、持って生まれた「命
みこと

」を発見・達成できるように援助する。 

（２）子ども達の最善の利益を考慮し、保護者とともに子どもの健やかな成長に努め、就労を支

援する。 

（３）職員はプロ意識をもち、人間性と専門性の向上に努める。 

２）教育・保育方針 

～思いやりの心を大切にして子育てを援助する～ 

（１）子ども一人ひとりの興味や意欲を大切にする。 

（２）安全で多様な体験ができ、主体的に活動する環境を用意する。 

（３）こども園生活を楽しみ、生きる力を育む。 

（４）感性と知性と遊び心を大切にし、思いやりの心を育む。 

（５）保護者の悩みや相談に応じ、保護者及び地域における子育て家庭を支援する。 

（６）子どもに安心感と信頼感を与え、適切な指導・助言をするとともに共感し励ます。 

 

４ 当園における施設・設備等の概要 

（１）施 設 

敷 地 
敷地全体 ２，４０２．７８㎡ 

園庭 ４８０．００㎡ 

園 舎 
構 造 耐火構造 鉄骨造 

延べ面積 １４２８．３４㎡ 

（２）主な設備 

設備 部屋数 備  考 

乳児室 

ほふく室 
１室 ちゅうりっぷ組 

保育室 ６室 

ゆりしろ組・ゆりあか組（１歳児クラス）、すみれ組（２

歳児クラス）、たんぽぽ組（３歳児クラス）、こすもす

組（４歳児クラス）、ひまわり組（５歳児クラス）につ

いて各１室 

遊戯室（ホール） １室 ２階  １６４．４㎡ 

調 理 室 １室 ４３．９３㎡ 

園   庭  ４８０．００㎡ 

 

５ 職員体制              （単位：人） 

職 種 人 数 備 考 

園長 １  

主幹保育教諭 ２  

保育教諭 ３１ うち非常勤１３ 

看護教諭 １  
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栄養教諭   

調理員 ５ 
栄養士１、調理師１ 

非常勤３ 

事務員 １  

清掃員 （１） 非常勤1（兼務） 

 （職員の勤務形態、労働時間） 

  正規職員の勤務時間帯 

  ７：００～１９：３０の８時間の時間差ローテーション勤務 

  職員の経験年数 

   園長の経験年数      ２年 

   保育教諭の平均経験年数  ９年 

 

６ 幼児教育・保育を提供する日 

  藤井寺市から受けた支給認定区分ごとに、以下のとおり利用可能日（休園日）が異なります。 

認定区分 対象者 休園日 

１号認定子ども 満３歳以上の小学校就学前幼児の

うち、２号認定子ども以外の幼児  

土曜日、日曜日、祝祭日、及び

夏季休業８月１０日から８月

２０日、冬季休業 

１２月２５日から１月５日 

春季休業３月２５日から３月

３１日（※注） 

２号認定子ども 満３歳以上の小学校就学前幼児の

うち、保育を必要とする幼児              

日曜日、祝祭日及び年末年始

（１２月２９日から１月３日） 

３号認定子ども 満３歳未満で保育を必要とする乳

幼児 

（※注）土曜日、夏季・冬季・春季休業日でも、保育が必要な場合は預かり保育を利用することも

できますので、ご相談ください。 

 

７ 幼児教育・保育の提供時間 

  藤井寺市から受けた支給認定区分ごとに、以下のとおり利用可能な時間帯が異なります。 

認定区分 教育・保育時間 利用可能時間 

１号認定子ども 教育標準時間 

（概ね４時間程度） 

９時～１６時（※注１） 

２号認定子ども 

３号認定子ども 

保育標準時間 

（最大１１時間） 

７時３０分～１８時３０分 

（※注２） 

保育短時間 

（最大８時間） 

８時３０分～１６時３０分 

（※注３） 

（※注１）１６時を超えて保育を必要とされる場合は、延長保育を利用することもできますので、
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ご相談ください（別途利用者負担が必要となります）。 

     また、都合によりやむを得ない場合を除き、９時３０分までに登園してください。遅れ

る場合は、９時３０分までに連絡してください。 

（※注２）７時３０分から１８時３０分までの範囲内で、保育を必要とする時間となります（実際

に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当園

との協議のうえで保護者ごとに個別に決定させていただきます）。 

     なお、７時３０分から１８時３０分までの範囲以外の時間帯において、やむを得ない理

由により保育が必要な場合は、７時から７時３０分、１８時３０分から１９時３０分まで

の範囲内で延長保育を提供します（延長保育の利用に当たっては、別途利用者負担が必要

となります）。 

     また、 都合によりやむを得ない場合を除き、９時３０分までに登園してください。遅れ

る場合は、９時３０分までに連絡してください。 

 （※注３）８時３０分から１６時３０分までの範囲内で、保育を必要とする時間となります（実

際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当

園との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します）。 

     なお、８時３０分から１６時３０分までの範囲以外の時間帯においてやむを得ない理由

により保育が必要な場合は、７時から８時３０分、１６時３０分から１９時３０分までの

範囲内で延長保育を提供します（延長保育の利用に当たっては、別途利用者負担が必要と

なります） 

  また、 都合によりやむを得ない場合を除き、９時３０分までに登園してください。遅れ

る場合は、９時３０分までに連絡してください。 

 

８ 提供する教育・保育の内容 

  当園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２９年３月３１日内閣府・文部科学省・

厚生労働省告示第１号）を踏まえ、以下の教育・保育その他の便宜の提供を行います。 

 （１）特定教育・保育及び時間外保育の提供 

    上記７に記載する時間において、教育・保育を提供します。 

 （２）外部講師による体育指導等の実施 

    ・体育指導 ３歳～５歳児 週１回 

・英語遊び ４歳～５歳児 月１回 

・科学遊び ４歳児 年４回、５歳児 月１回 

   ※ 保護者の追加負担はありません。 

 （３）給食の提供 

    １１時から１２時に給食、１５時に間食（おやつ）を提供します。 

    ０歳児と１歳児には１０時にも間食（おやつ）を提供します。 

   ※ 献立表は毎月別途お知らせします。 

   ※ 食物アレルギー等、体質に合わない食材があればご相談ください。 
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 ９ 子育て支援事業 

    育児等相談事業     毎週土曜日 １０時から１６時  ※原則、電話予約 

    園庭開放・園行事参加  ・園庭を開放し地域の親子が遊べる機会を提供。 

                ・ふれあい遊びや運動遊びを通して、親子のスキンシップ 

                 や保護者交流を図る。 

 

１０ 利用料 

（１）特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

    支給認定証の発行を行った藤井寺市が定める利用者負担額（月額）を当園にお支払いいた

だきます。お支払方法は、「口座引き落し」とさせていただきます。 

（２）保育の提供に要する実費に係る利用者負担額等は、別表のとおりです。 

（３）３歳児～５歳児の利用者負担は無償となっています。 

また、０歳児から２歳児で住民税非課税世帯の方も無償です。 

利 用 者 負 担                      別 表 

負 担 項 目 対 象 金額 

基本負担額 
３号 

0歳～２歳児 

藤井寺市が保護者及び事業者宛に通知

した額 

主食費 
1号・２号 

３歳児以上 

1号          ９６０円／月 

但し   ８月  ６３０円／月 

３月 ４８０円／月 

２号        １,２００円／月 

副食費 
１号・２号 

３歳児以上 

１号        ３,７６０円／月 

但し ８月  ２,８２０円／月 

３月 １,８８０円／月 

２号        ４,７００円／月 

制服代（体操服、上靴等） ２歳児以上 

実  費 

教材費（連絡帳、道具箱、自由画帳等） ２歳児以上 

教材費（連絡帳、出席ノート、帽子） ０・１歳児 実  費 

園外保育 
１号・２号 

４・５歳児 
実  費 

行事（夏祭り等） 全園児 実  費 
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延長保育 ２号・３号 
３００円／３０分ごと（予約時） 

当日 ５００円／３０分ごと 

預かり保育 

（平日、春、夏、冬休み、土曜日の保育料） 

１号 

３歳以上 

３００円／３０分ごと（予約時） 

当日 ５００円／３０分ごと 

１,６００円／日 

一時預かり（保育）利用料 

（在園児以外） 

３歳児以上 
１,２００円／日 

給食 ４００円 

３歳児未満 
２,６００円／日 

給食 ４００円 

延長 ２００円／３０分ごと 

※ 主食費は、藤井寺市が行っている負担軽減補助により上記の額から４００円が減額されます。 

 

１１ 利用手続き 

  （１）１号認定児 

   ・願書配付（９～１０月）（説明・見学は随時実施） 

   ・願書受付（１０月） 

・必要により面接実施 

・選考により入園者を決定（１１月） 

・入園決定者に入園決定通知書を送付 

・入園決定者は市役所の１号支給認定を受け、こども園と利用契約を締結 

  （２）２号・３号認定児 

・藤井寺市発行の「保育所等利用の案内」に記載のとおり  

 

１２ 利用契約の終了に関する事項 

   当園は、以下の場合には、幼児教育・保育の提供を終了します。 

  （１）園児が小学校に就学したとき 

  （２）子ども・子育て支援法第２４条第１項第２号又は第３号の規定により支給認定が取り消

されたとき 

  （３）その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 
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１３ 嘱託医等 

   当園は、以下の医療機関等と嘱託契約を締結しています。 

 （１）内科 

医療機関の名称 医療法人 船内クリニック 

医 院 長 名 船内 洋司 

所  在  地 藤井寺市藤井寺１－９－８ 

電 話 番 号 ０７２－９５５－０６７８ 

 （２）歯科 

医療機関の名称 医療法人宥和会 椿本歯科医院 

医 院 長 名 椿本 雅宥 

所  在  地 藤井寺市岡２－８－９ DHビル3階 

電 話 番 号 ０７２－９３８－７５４０ 

 （３）薬剤師 

名     称 パートナー大美野薬局 

薬 剤 師 名 尾島 博司 

所  在  地 堺市東区大美野薬局 

電 話 番 号 ０７２－２３０－５５２２ 

 

１４ 健康診断の実施 

   内科検診 全園児を対象に年２回 

   歯科検診 全園児を対象に年１回 

   聴力・視力測定  ３、４、５歳を対象に年２回 

   尿検査  全園児を対象に年２回 

 

１５ 保険加入 

   保育中の園児の事故等を補償するため賠償責任保険に加入しています。 

  

１６ 緊急時の対応 

   お預かりしている園児にケガ等による診断、治療の必要がある場合は、速やかに保護者の方

に連絡を行うとともに、医療機関を受診します。 

 

１７ 要望・苦情等に関する相談窓口 

   当園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

当  園 

相談窓口 

・窓口担当者  寺本伸市、柳澤享代 

・ご利用時間  午前９時から午後６時 

・電話番号   ０７２－９３１－７３３３ 

 Ｆ Ａ Ｘ   ０７２－９３１－７３３０ 

 担当者が不在の場合は、当園職員までお申し出ください。 
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第三者委員 

氏 名 電 話 番 号 

藤木 將博 ０７２１－９３－１１１２ 

木下 威英 ０６－６３１１－１６９０ 

 ※ 当園では、上記のほか園内に要望・苦情等に係る意見箱を設置しています。 

 

１８ 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応します。 

園舎の耐火構造 耐火建築物 鉄骨造り 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  

・ガス漏れ報知機  有  ・非常警報装置   有 

・その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理  有 

避難・消火訓練  避難及び消火の訓練は、毎月１回以上実施します。 

 

１９ 守秘義務及び個人情報の取り扱いに関する事項 

   藤井寺市が認定した世帯所得に基づく毎月の基本保育料の金額の情報は、給付事務に必要な

範囲に限って利用します。その他、惣社こども園個人情報保護規程に基づき適正に取り扱いま

す。 

 

２０ 差別的取扱いの禁止に関する事項 

   園児の国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かによって、差別的取

扱いを行いません。 

 

２１ 当園におけるその他の留意事項 

喫煙 当園の敷地内はすべて禁煙です。 

宗教活動、政治活動、 

営利活動 

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、

政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 
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